
 

様式第 1号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 住民基本台帳システム 

実施機関の名称 久慈市 

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称 

生活福祉部 市民課 登録係 

個人情報ファイルの利用目的 住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に

関する事務の基礎とし、住民の住所に関する届出の簡素化

を図り、住民に関する記録の適正な管理を図るため 

記録項目 1氏名、2識別番号、3個人番号、4性別、5生年月日、6住所、7

本籍・国籍、8家庭状況、9親族情報、10婚姻歴、11住居状況 

記録範囲 市内に住所を有する者 

記録情報の収集方法 本人、地方公共団体情報システム機構 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 

－ 

記録情報の経常的提供先 地方公共団体情報システム機構 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名 称)久慈市総務部総務課 

(所在地)久慈市川崎町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 ☑法第 60条第 2項第 1号 

(電算処理ファイル) 

□法第 60条第 2項第 2号 

(マニュアル処理ファイ

ル) 政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募

集をする個人情報ファイルである旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期

間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情報が含

まれているときはその旨 

－ 

備   考  



 

様式第 1号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 印鑑登録台帳システム 

実施機関の名称 久慈市 

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称 

生活福祉部 市民課 登録係 

個人情報ファイルの利用目的 住民の行う取引の安全に寄与し、あわせて市町村の行

政の合理化に資するため 

記録項目 1氏名、2識別番号、3性別、4生年月日、5住所、6印

影 

記録範囲 印鑑登録者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 

－ 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名 称)久慈市総務部総務課 

(所在地)久慈市川崎町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 ☑法第 60条第 2項第 1号 

(電算処理ファイル) 

□法第 60条第 2項第 2号 

(マニュアル処理ファイ

ル) 政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募

集をする個人情報ファイルである旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期

間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情報が含

まれているときはその旨 

－ 

備   考  

 



 

様式第 1号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 個人番号カード管理システム 

実施機関の名称 久慈市 

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称 

生活福祉部 市民課 登録係 

個人情報ファイルの利用目的 行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律の基本的理念にのっとり、個人番

号の適正な利用、取り扱いを確保する。 

記録項目 1氏名、2性別、3生年月日、4住所、5個人番号 

記録範囲 全市民 

記録情報の収集方法 本人から収集 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 

－ 

記録情報の経常的提供先 地方公共団体情報システム機構 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名 称)久慈市総務部総務課 

(所在地)久慈市川崎町１－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 ☑法第 60条第 2項第 1号 

(電算処理ファイル) 

□法第 60条第 2項第 2号 

(マニュアル処理ファイ

ル) 政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募

集をする個人情報ファイルである旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期

間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情報が含

まれているときはその旨 

－ 

備   考 － 

 



 

様式第 1号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 戸籍総合システム 

実施機関の名称 久慈市 

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称 

生活福祉部 市民課 登録係 

個人情報ファイルの利用目的 身分公証のため 

記録項目 1氏名、2性別、3生年月日、4住所、5本籍・国籍 

記録範囲 本籍人 

記録情報の収集方法 本人から収集 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 

― 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名 称) 久慈市役所総務部総務課 

(所在地) 久慈市川崎町１－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 ☑法第 60条第 2項第 1号 

(電算処理ファイル) 

□法第 60条第 2項第 2号 

(マニュアル処理ファイ

ル) 政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募

集をする個人情報ファイルである旨 

― 

行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期

間 

― 

記録情報に条例要配慮個人情報が含

まれているときはその旨 

― 

備   考 ― 

 



 

様式第 1号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 公的個人認証システム 

実施機関の名称 久慈市 

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称 

生活福祉部 市民課 登録係 

個人情報ファイルの利用目的 行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律の基本的理念にのっとり、個人番

号の適正な利用、取り扱いを確保する。 

記録項目 1氏名、2性別、3生年月日、4住所、5個人番号 

記録範囲 全市民 

記録情報の収集方法 本人から収集 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 

－ 

記録情報の経常的提供先 地方公共団体情報システム機構 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名 称)久慈市総務部総務課 

(所在地)久慈市川崎町１－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 ☑法第 60条第 2項第 1号 

(電算処理ファイル) 

□法第 60条第 2項第 2号 

(マニュアル処理ファイ

ル) 政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募

集をする個人情報ファイルである旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期

間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情報が含

まれているときはその旨 

－ 

備   考 － 

 



 

様式第 1号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 死産届及び死体埋火葬許可申請書綴 

実施機関の名称 久慈市 

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称 

生活福祉部 市民課 登録係 

個人情報ファイルの利用目的 埋葬、火葬又は改葬の許可のため 

記録項目 1氏名、2性別、3生年月日、4住所、5本籍・国籍 

記録範囲 死亡者及び埋葬、火葬又は改葬の許可申請者 

記録情報の収集方法 本人（埋葬、火葬又は改葬の許可申請者）から収集 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 

― 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名 称) 久慈市役所総務部総務課 

(所在地) 久慈市川崎町１－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 □法第 60条第 2項第 1号 

(電算処理ファイル) 

☑法第 60条第 2項第 2号 

(マニュアル処理ファイ

ル) 政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募

集をする個人情報ファイルである旨 

― 

行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期

間 

― 

記録情報に条例要配慮個人情報が含

まれているときはその旨 

― 

備   考 ― 

 



 

様式第 1号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 国民健康保険市町村事務処理標準システム 

実施機関の名称 久慈市 

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称 

生活福祉部 市民課 国保年金係 

総務部 税務課 市民税係 

個人情報ファイルの利用目的 国民健康保険法に基づく国民健康保険の資格管理、各

種給付及び保険料の賦課業務を実施するため 

記録項目 1氏名、2識別番号、3個人番号、4性別、5生年月日、

6住所、7電話番号、8所得・収入、9口座番号 

記録範囲 被保険者及び所属世帯員 

記録情報の収集方法 ・各種申請書及び申告書を提出した者 

・市民課登録係（住基情報）…住民情報システム

（COKAS-AD2） 

・岩手県国民健康保険団体連合会 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 

病歴、心身の機能障害、医師等の指導・診療・調剤の

内容 

記録情報の経常的提供先 岩手県国民健康保険団体連合会 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名 称)久慈市総務部総務課 

(所在地)久慈市川崎町１－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 ☑法第 60条第 2項第 1号 

(電算処理ファイル) 

□法第 60条第 2項第 2号 

(マニュアル処理ファイ

ル) 政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募

集をする個人情報ファイルである旨 

― 

行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期

間 

― 

記録情報に条例要配慮個人情報が含 ― 



 

まれているときはその旨 

備   考  

 



 

様式第 1号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 国民健康保険不当利得対象者ファイル、国保総合システム 

実施機関の名称 久慈市 

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称 

生活福祉部 市民課 国保年金係 

個人情報ファイルの利用目的 国民健康保険被保険者が不当に給付を受けた場合、その給

付分を請求し、適正に給付を行う。 

記録項目 1氏名、2性別、3生年月日、4住所 

記録範囲 被保険者及び所属世帯員 

記録情報の収集方法 ・診療機関から収集 

・市民課登録係（住基情報） 

・岩手県国民健康保険団体連合会 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 

医師等の指導・診療・調剤の内容 

記録情報の経常的提供先 岩手県国民健康保険団体連合会 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名 称)久慈市総務部総務課 

(所在地)久慈市川崎町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 ☑法第 60条第 2項第 1号 

(電算処理ファイル) 

□法第 60条第 2項第 2号 

(マニュアル処理ファイ

ル) 政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募

集をする個人情報ファイルである旨 

― 

行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期

間 

― 

記録情報に条例要配慮個人情報が含

まれているときはその旨 

― 

備   考 ― 



 

様式第 1号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 人間ドック受付処理簿 

実施機関の名称 久慈市 

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称 

生活福祉部市民課 

国保年金係 

個人情報ファイルの利用目的 人間ドック利用料補助金交付要綱（平成 18年告示第 26

号）に基づく人間ドック利用料補助金のため 

記録項目 1氏名、2識別番号、3性別、4生年月日、5住所、6電

話番号、7健康状態、8口座番号、 

記録範囲 交付要綱に基づく被保険者及び世帯主 

記録情報の収集方法 本人から収集 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 

病歴、心身の機能障害、健康診断等の結果、医師等の

指導・診療・調剤 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名 称)久慈市総務部総務課 

(所在地)久慈市川崎町１－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 ☑法第 60条第 2項第 1号 

(電算処理ファイル) 

□法第 60条第 2項第 2号 

(マニュアル処理ファイ

ル) 政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募

集をする個人情報ファイルである旨 

― 

行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期

間 

― 

記録情報に条例要配慮個人情報が含

まれているときはその旨 

― 

備   考 ― 

 



 

様式第 1号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 医療費給付システム 

実施機関の名称 久慈市 

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称 

生活福祉部 市民課 国保年金係 

個人情報ファイルの利用目的 子ども、妊産婦、重度心身障害者、ひとり親家庭、寡

婦等医療費受給者に対して医療費の一部を給付するこ

とにより、健康保持と福祉増進を図る。 

記録項目 1氏名、2識別番号、3個人番号、4性別、5生年月日、

6 住所、7 電話番号、8 印影、9 所得・収入、10 口座番

号、11 家庭状況、12 親族状況、13 婚姻歴、14 住居状

況、15心身の機能障害、16医師等の指導・診療・調剤 

記録範囲 子ども、妊産婦、重度心身障害者、ひとり親家庭、寡

婦等医療費受給者及び生計を同じくしている者 

記録情報の収集方法 ・本人から収集 

・市民課登録係（住基情報）、税務課市民税係（個人住

民税情報）…住民情報システム（COKAS-AD2） 

・前住所地自治体 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 

心身の機能障害、医師等の指導・診療・調剤 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名 称)久慈市総務部総務課 

(所在地)久慈市川崎町１－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 ☑法第 60条第 2項第 1号 

(電算処理ファイル) 

□法第 60条第 2項第 2号 

(マニュアル処理ファイ

ル) 政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募

集をする個人情報ファイルである旨 

― 

行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び所在地 

― 



 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期

間 

― 

記録情報に条例要配慮個人情報が含

まれているときはその旨 

― 

備   考 ― 

 



 

様式第 1号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 後期高齢者医療電算処理システム 

実施機関の名称 久慈市 

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称 

生活福祉部市民課 

国保年金係 

個人情報ファイルの利用目的 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者

医療事務 

記録項目 1氏名、2識別番号、3個人番号、4性別、5生年月日、

6住所、7電話番号、8口座情報、9所得・収入 

記録範囲 被保険者及び所属世帯員 

記録情報の収集方法 ・本人から収集 

・市民課登録係（住基情報）、税務課市民税係（個人住

民税情報）…住民情報システム（COKAS-AD2） 

・前住所地自治体 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 

病歴、心身の機能障害、医師等の指導・診療・調剤 

記録情報の経常的提供先 岩手県後期高齢者医療広域連合 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名 称)久慈市総務部総務課 

(所在地)久慈市川崎町１－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 ☑法第 60条第 2項第 1号 

(電算処理ファイル) 

□法第 60条第 2項第 2号 

(マニュアル処理ファイ

ル) 政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募

集をする個人情報ファイルである旨 

― 

行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期

間 

― 

記録情報に条例要配慮個人情報が含 ― 



 

まれているときはその旨 

備   考 ― 

 



 

様式第 1号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 国保総合システム 

実施機関の名称 久慈市 

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称 

生活福祉部 市民課 国保年金係 

個人情報ファイルの利用目的 国民健康保険法に基づく国民健康保険に係るレセプト

審査・点検を実施するため 

記録項目 1氏名、2識別番号、3住所、4性別、生年月日 

記録範囲 受診者 

記録情報の収集方法 ・岩手県国民健康保険団体連合会 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 

病歴、心身の機能障害、医師等の指導・診療・調剤の

内容 

記録情報の経常的提供先 岩手県国民健康保険団体連合会 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名 称)久慈市総務部総務課 

(所在地)久慈市川崎町 1-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別 ☑法第 60条第 2項第 1号 

(電算処理ファイル) 

□法第 60条第 2項第 2号 

(マニュアル処理ファイ

ル) 政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募

集をする個人情報ファイルである旨 

 

行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地 

 

行政機関等匿名加工情報の概要  

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び所在地 

 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期

間 

 

記録情報に条例要配慮個人情報が含

まれているときはその旨 

 

備   考  

 



 

様式第 1号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 国保特定健康診査等事務 

実施機関の名称 久慈市 

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称 

生活福祉部 市民課 国保年金係 

個人情報ファイルの利用目的 国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律に

基づく国保特定(若年者)健診の実施・結果の通知と記

録管理 

記録項目 1氏名、２識別番号、３性別、４生年月日、５住所、 

６電話番号、７健康状態、８家庭状況、９親族状況、

10趣味・し好 

記録範囲 国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律に

基づく健診受診者（20歳以上 75歳未満の住民） 

記録情報の収集方法 本人から収集 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 

1病歴、２心身の機能障害、３健康診断等の結果、 

４医師等の指導・診療・調剤 

記録情報の経常的提供先 岩手県国保連合会 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名 称) 久慈市役所総務部総務課 

(所在地) 久慈市川崎町１－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 ☑法第 60条第 2項第 1号 

(電算処理ファイル) 

□法第 60条第 2項第 2号 

(マニュアル処理ファイ

ル) 政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募

集をする個人情報ファイルである旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期

間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情報が含 － 



 

まれているときはその旨 

備   考 － 

 



 

様式第 1号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 国民年金事務対象者ファイル 

実施機関の名称 久慈市 

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称 

生活福祉部市民課 

国保年金係 

個人情報ファイルの利用目的 国民年金市町村事務処理基準に定められた年金相談や

各種届出等の法定受託事務を実施するため 

記録項目 1氏名、2識別番号、3個人番号、4性別、5生年月日、

6 住所、7 電話番号、8 職業・職歴、9 健康状態、10 所

得・収入、11 家庭状況、12 親族状況、13 婚姻歴、14

住居状況、15公的扶助、16病歴、17心身の機能障害  

記録範囲 久慈市に住所を有する者 

記録情報の収集方法 ・本人から収集 

・市民課登録係（住基情報）、税務課市民税係（個人住

民税情報）…住民情報システム（COKAS-AD2） 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 

病歴、心身の機能障害 

記録情報の経常的提供先 日本年金機構 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名 称) 久慈市総務部総務課 

(所在地) 久慈市川崎町１－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 ☑法第 60条第 2項第 1号 

(電算処理ファイル) 

□法第 60条第 2項第 2号 

(マニュアル処理ファイ

ル) 政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募

集をする個人情報ファイルである旨 

― 

行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期

間 

― 



 

記録情報に条例要配慮個人情報が含

まれているときはその旨 

― 

備   考 ― 

 



 

様式第 1号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 協力連携事務対象者ファイル 

実施機関の名称 久慈市 

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称 

生活福祉部市民課 

国保年金係 

個人情報ファイルの利用目的 国民年金市町村事務処理基準の範囲に含まれない年金

相談や各種届出等の協力・連携事務を実施するため 

記録項目 1氏名、2識別番号、3個人番号、4性別、5生年月日、

6 住所、7 電話番号、8 職業・職歴、9 健康状態、10 所

得・収入、11 家庭状況、12 親族状況、13 婚姻歴、14

住居状況、15公的扶助、16病歴、17心身の機能障害  

記録範囲 久慈市に住所を有する者 

記録情報の収集方法 ・本人から収集 

・市民課登録係（住基情報）、税務課市民税係（個人住

民税情報）…住民情報システム（COKAS-AD2） 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 

病歴、心身の機能障害 

記録情報の経常的提供先 日本年金機構 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名 称) 久慈市総務部総務課 

(所在地) 久慈市川崎町１－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 ☑法第 60条第 2項第 1号 

(電算処理ファイル) 

□法第 60条第 2項第 2号 

(マニュアル処理ファイ

ル) 政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募

集をする個人情報ファイルである旨 

― 

行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期

間 

― 



 

記録情報に条例要配慮個人情報が含

まれているときはその旨 

― 

備   考 ― 

 



 

様式第 1号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 年金生活者支援給付金事務対象者ファイル 

実施機関の名称 久慈市 

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称 

生活福祉部市民課 

国保年金係 

個人情報ファイルの利用目的 年金生活者支援給付金支給判定に係る所得情報の提供及

び請求書等の受理・進達等。 

記録項目 1氏名、2個人番号、3生年月日、4住所、5電話番号、

6所得・収入、7家庭状況、8親族状況 

記録範囲 年金生活者支援給付金受給者及び受給が見込まれる者 

記録情報の収集方法 ・本人から収集 

・市民課登録係（住基情報）、税務課市民税係（個人住

民税情報）…住民情報システム（COKAS-AD2） 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 

― 

記録情報の経常的提供先 日本年金機構 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名 称) 久慈市総務部総務課 

(所在地) 久慈市川崎町１－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 ☑法第 60条第 2項第 1号 

(電算処理ファイル) 

□法第 60条第 2項第 2号 

(マニュアル処理ファイ

ル) 政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募

集をする個人情報ファイルである旨 

― 

行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期

間 

― 

記録情報に条例要配慮個人情報が含

まれているときはその旨 

― 



 

備   考 ― 

 


